
特定技能必要書類 法人 認定・変更申請

外食業
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1.特定技能VISAとは？

 2019年4⽉1⽇より新設された在留資格。
以下14業種の産業分野において⼈⼿不⾜が深刻のため
「特定技能」での新たな外国⼈材の受⼊れが可能となりました。

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業

⑤電気・電⼦情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶⽤⼯業

⑧⾃動⾞整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲⾷料品製造業 ⑭外⾷業

1. 特定技能1号は上記14分野で受⼊れ可能。
2. 特定技能2号に関しては（建設、造船・舶⽤⼯業）のみ受⼊れ可能

注意点
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2.特定技能VISAを取得するためには？

・技能測定試験の合格

対象となる業種の一定の知識、技能を求められます。

試験日に満17歳以上であること（インドネシアは満18歳以上）や
日本国内試験の場合には国籍の指定もあります。

・日本語能力試験の合格

N4以上のレベルが必要。（基本的な日本語を理解できる程度）
技能実習2号を良好に修了した場合は免除されます。
介護分野の場合のみ、専門用語のための追加試験があります。
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3.登録支援機関と受入れ機関について

・登録支援機関とは

受入れ企業からの委託を受け

特定技能外国人支援計画の

すべての業務を行う者

・受入れ機関とは

特定技能外国人を実際に受入れ

支援する企業など
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受入れ機関の義務

・受入れ機関は特定技能外国人を雇用する場合、

業種別の協議会への加入義務がある

・特定技能外国人に対し日本人と同等の給与を支払うこと

・特定技能外国人が一時帰国を希望した際には

休暇を取得させること

・特定技能外国人が帰国旅費を負担できない場合には

受入れ機関が負担する

などなど
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登録支援機関になるためには

・一定要件を満たした上で出入国在留管理庁長官の登録を得る必要があります。

→登録を受けた機関は法務省のHPに掲載されます。
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登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施すること

②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

（注）①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

作成元：行政書士法人BULAN



8

登録機関が行う支援一覧
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4.特定技能VISA取得までに必要な期間は？

・特定技能外国人が国内にいる場合

内定から就労まで 約２～３か月ほど。

審査が下り、入管からのハガキを持って行くと、在留カードを交付されるので

在留カードを受け取ったその日から特定技能VISAとして就労が可能。

・海外にいる特定技能外国人の場合

３～4か月ほど。在留認定証明書を日本から現地に送り、

その書類をもって入国すると空港で在留カードが受け取れます。
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5.必要書類は？

・会社情報として必要な書類

履歴事項全部証明書、役員全員の住民票、直近3年分の決算報告書、支援責任者当の履歴書など

・労働保険関係書類

労働保険料等納付証明書、労働保険概算保険料申告書の写し、申告書に対する領収書など

（直近2年分）

・社会保険料、国税、住民税に関する書類

健康保険、厚生年金保険料の領収証の写し（過去2年分）、税務署発行の納税証明書、

法人住民税の市町村発行の納税証明書など
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